
JP 4294526 B2 2009.7.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに位相値が異なる複数の参照光と、光を照射された被写体から放射される物体光と
を干渉させることによって得られる位相分布データに基づいて、被写体の再生像を作成す
る再生像生成部を備えたデジタルホログラフィ装置において、
　入射した光を互いに位相値の異なる複数の参照光からなる参照光群に変換して出射する
位相シフト素子と、
　上記参照光群と物体光とを干渉させることによって生成される位相分布データを記録す
る撮像面を有する撮像部と、を備え、
　上記再生像生成部は、上記位相分布データの情報に基づいて、上記被写体の再生像を生
成することを特徴とするデジタルホログラフィ装置。
【請求項２】
　上記位相シフト素子が出射する参照光群は、互いに位相値の異なる４つの参照光からな
ることを特徴とする請求項１記載のデジタルホログラフィ装置。
【請求項３】
　上記再生像生成部は、
　上記位相分布データをなす画素のうち、同じ位相値の参照光を用いて生成された画素を
同一位相画素として判別し、該判別結果に基づいて、上記同一位相画素の画素値を、上記
位相分布データにおける画素値とし、上記同一位相画素以外の他の画素の画素値を、該同
一位相画素の画素値を用いた補間処理によって得られた補間画素値に置換して干渉パター
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ンデータを生成するとともに、該干渉パターンデータの生成処理を、各位相値の参照光か
ら生成された同一位相画素毎に繰り返して行う干渉パターン生成部と、
　上記干渉パターン生成部で生成された複数の干渉パターンデータに基づいて、上記被写
体の再生像を生成する干渉パターン変換部と、を有していることを特徴とする請求項１又
は２記載のデジタルホログラフィ装置。
【請求項４】
　上記再生像生成部は、上記位相分布データの注目画素と、上記参照光群のうち、該注目
画素を記録した参照光の位相値以外の位相値の参照光によって記録された画素を少なくと
も含む周辺画素とを用いて、注目画素の複素振幅データを算出し、
　上記複素振幅データに基づいて、上記被写体の再生像を生成することを特徴とする請求
項１又は２記載のデジタルホログラフィ装置。
【請求項５】
　上記再生像生成部は、上記位相分布データをなす画素のうち、所定の画素を上記注目画
素として選択し、
　上記注目画素に選択された画素の複素振幅データを用いて補間処理を行うことにより、
上記位相分布データをなす画素のうちの注目画素として選択されない非注目画素の複素振
幅データを得ることを特徴とする請求項４記載のデジタルホログラフィ装置。
【請求項６】
　上記位相シフト素子は、波長板と偏光板とを備え、該位相シフト素子は、波長板、偏光
板、上記撮像部の順に光が入射されるように、上記撮像部に取り付けられ、
　上記波長板及び偏光板は、光の通過位置によって出射される光の位相値が異なるように
、ストライプ状に分割された領域を有し、該分割の方向が互いに異なるように重ね合わさ
れ、
　上記参照光群を得るために、上記波長板に入射した光が異なる位相値の複数の光に分割
される偏光方向を有する第１の偏光を用い、
　上記物体光を得るために、上記第１の偏光の偏光方向とは異なる偏光方向を有する第２
の偏光を用いることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載のデジタルホロ
グラフィ装置。
【請求項７】
　互いに位相値が異なる複数の参照光と、光を照射された被写体から放射される物体光と
を干渉させることによって得られる位相分布データに基づいて、被写体の再生像を作成す
るデジタルホログラフィを用いた像再生方法において、
　入射した光を互いに位相値の異なる複数の参照光からなる参照光群に変換する参照光生
成工程と、
　上記参照光群と物体光とを干渉させることによって位相分布データを生成する位相分布
データ生成工程と、
　上記位相分布データの情報に基づいて、上記被写体の再生像を生成する再生像生成工程
と、を含むことを特徴とする像再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位相シフトデジタルホログラフィを利用したデジタルホログラフィ装置及び
像再生方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　加工技術の精密化や多様化に伴い、物体の３次元形状等の高度な計測や解析が求められ
、様々な測定法が開発されている。該測定法のうち、光の干渉を利用したデジタルホログ
ラフィは、非接触かつ非破壊で、物体の３次元情報を得ることができるため、近年、注目
を集めている測定法の一つとなっている。
【０００３】
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　上記デジタルホログラフィは、３次元物体への光照射によって得られる干渉パターンか
ら、コンピュータを用いて３次元物体の像を再生する技術である。具体的には、まず、３
次元物体の光照射によって得られる物体光と、該３次元物体の光照射に用いられる光から
得られる参照光との間の干渉パターンを、ＣＣＤ（charge coupled device）等の撮像素
子で記録する。その後、記録された干渉パターンに基づいて、コンピュータでフレネル（
Fresnel）変換し、３次元物体の像を再生する。
【０００４】
　図９に、従来のデジタルホログラフィ装置を示す。該デジタルホログラフィ装置は、光
源５１から出射された光線を、ハーフミラー５２で参照光と物体照射用の光線とに分離す
る。該ハーフミラー５２で分離された物体照射用の光線は、反射ミラー５３を介して、物
体５４に照射され、物体から物体光５５が放射される。該物体光５５は、ビームスプリッ
タ５６に入射する。一方、上記ハーフミラー５２で分離された参照光は、反射ミラー５７
に入射し、該反射ミラー５７で反射されて、ビームスプリッタ５６に入射する。
【０００５】
　上記ビームスプリッタ５６では、物体光と参照光とが、同時にＣＣＤカメラ５８の撮像
面に照射されることにより、物体光と参照光とが重ね合わされて干渉し、干渉パターン（
ホログラム）が得られる。得られた干渉パターンを、図示しないコンピュータでフレネル
変換する等の計算処理を施すことにより、物体５４の再生像が得られる。
【０００６】
　従来のデジタルホログラフィ装置では、撮像素子に対して、上記参照光を直角に照射す
ることによって、干渉パターンを作製している。そのため、該干渉パターンをフレネル変
換して得られる再生像には、０次像や±１次像が重なり、鮮明な再生像を得ることが困難
となっている。
【０００７】
　そこで、０次像や±１次像を伴わない高精度な再生像を得るために、上記参照光の位相
を３段階又は４段階にシフトさせる位相シフトデジタルホログラフィ装置が提案されてい
る。例えば、特許文献１や非特許文献１・２には、圧電素子によって、図９に示す反射ミ
ラー５７を微小変位させることによって、参照光の位相を３段階又は４段階にシフトさせ
る位相シフトデジタルホログラフィ装置が記載されている。また、非特許文献３～６には
、参照光の位相をシフトさせる手法として、位相板を用いた位相シフトデジタルホログラ
フィ装置が記載されている。位相板を用いた位相シフトデジタルホログラフィ装置では、
位相板を回転させることによって、位相板の効果を有効又は無効に切り替え、参照光の位
相をシフトさせている。
【０００８】
　このような位相シフトデジタルホログラフィ装置では、参照光の位相を、例えばπ／２
ずつ変化させて、複数の干渉パターンをＣＣＤカメラ５８に記録する。この複数の干渉パ
ターンを数値計算することにより、０次像や±１次像を伴わない再生像を得ることができ
る。
【特許文献１】特許第３４７１５５６号公報（２００３年９月１２日登録）
【非特許文献１】Yamaguchi,I.他著、「Phase-shifting digital holography」、Optics 
Letters、２２巻、１６号、p.1268-1270、1997年
【非特許文献２】Yamaguchi,I.他著、「Surface contouring by phase-shifting digital
 holography」、Optics and Lasers in Engineering、３６巻、p.417-428、2001年
【非特許文献３】Tajahuerce,E.他著、「Optoelectronic information encryption with 
phase-shifting interferometry」、Applied Optics、３９巻、１４号、p.2313-2320、20
00年
【非特許文献４】Tajahuerce,E.他著、「Shift-invariant three-dimensional object re
cognition by means of digital holography」、Applied Optics、４０巻、２３号、p.38
77-3886、2001年
【非特許文献５】Frauel,E.等、「Distortion-tolerant three-dimensional object reco
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gnition with digital holography」、Applied Optics、４０巻、２３号、p.3887-3893、
2001年
【非特許文献６】Matoba,O.等、「Real-time three-dimensional object reconstruction
 by use of a phase-encoded digital hologram」、Applied Optics、４１巻、２９号、p
.6187-6192、2002年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記従来の位相シフトデジタルホログラフィ装置では、動く物体の再生
像や、リアルタイムで再生像を得ることができないという問題を有している。すなわち、
従来の位相シフトデジタルホログラフィ装置では、反射ミラー５７の反射面を該反射面に
対して垂直な方向に平行に移動させる、あるいは、位相板を回転させることによって、参
照光の位相をシフトして、複数の干渉パターンを記録している。そのため、ＣＣＤカメラ
５８の一度の撮影で得られる干渉パターンは一つであり、複数の干渉パターンを撮影しよ
うとすれば、反射ミラー５７や位相板を調整しながら、順次撮影を行う必要がある。
【００１０】
　それゆえ、従来の位相シフトデジタルホログラフィ装置では、再生像を得るために、複
数の干渉パターンを得るための時間が必要であり、動的に変化する物体の再生像を得るこ
とや、リアルタイムで物体の再生像を得ることができなかった。
【００１１】
　本発明は、上記従来の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、動
的な変化を伴う被写体の再生像や、リアルタイムで被写体の再生像を得ることができるデ
ジタルホログラフィ装置及びデジタルホログラフィを用いた像再生方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係るデジタルホログラフィ装置は、上記課題を解決するために、互いに位相値
が異なる複数の参照光と、光を照射された被写体から放射される物体光とを干渉させるこ
とによって得られる位相分布データに基づいて、被写体の再生像を作成する再生像生成部
を備えたデジタルホログラフィ装置において、入射した光を互いに位相値の異なる複数の
参照光からなる参照光群に変換して出射する位相シフト素子と、上記参照光群と物体光と
を干渉させることによって生成される位相分布データを記録する撮像面を有する撮像部と
、を備え、上記再生像生成部は、上記位相分布データの情報に基づいて、上記被写体の再
生像を生成することを特徴としている。
【００１３】
　上記の構成によれば、入射した光から位相値の異なる複数の参照光を得ることができる
。従って、複数の参照光からなる参照光群と物体光とを干渉させることによって得られる
位相分布データは、各位相値の参照光と物体光とが干渉したデータが混在した状態となっ
ている。そのため、位相分布データの情報を用いれば、撮像部で行う１回の撮影で、異な
る位相値の参照光と物体光とが干渉した複数のデータを得ることができるので、再生像を
得るために必要な情報を短時間で得ることができる。それゆえ、動く被写体や、被写体の
瞬時の像の観察、被写体のリアルタイムでの観察等を実現することができる。
【００１４】
　また、本発明に係るデジタルホログラフィ装置は、上記のデジタルホログラフィ装置に
おいて、上記位相シフト素子が出射する参照光群は、互いに位相値の異なる４つの参照光
からなることが好ましい。
【００１５】
　上記の構成によれば、被写体の記録を短時間で行って、かつ、良好な画質の再生像を得
ることができる。
【００１６】
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　また、本発明に係るデジタルホログラフィ装置は、上記のデジタルホログラフィ装置に
おいて、上記再生像生成部は、上記位相分布データをなす画素のうち、同じ位相値の参照
光を用いて生成された画素を同一位相画素として判別し、該判別結果に基づいて、上記同
一位相画素の画素値を、上記位相分布データにおける画素値とし、上記同一位相画素以外
の他の画素の画素値を、該同一位相画素の画素値を用いた補間処理によって得られた補間
画素値に置換して干渉パターンデータを生成するとともに、該干渉パターンデータの生成
処理を、各位相値の参照光から生成された同一位相画素毎に繰り返して行う干渉パターン
生成部と、上記干渉パターン生成部で生成された複数の干渉パターンデータに基づいて、
上記被写体の再生像を生成する干渉パターン変換部と、を有していてもよい。
【００１７】
　上記の構成によれば、上記再生像生成部の干渉パターン生成部で、複数の異なる位相値
の参照光と物体光とが干渉したデータが混在した位相分布データから、同一位相画素と他
の画素とを判別することによって、各位相値の参照光毎に、参照光と物体光とが干渉した
データを分離する。そして、分離したデータについて、上記の補間処理を行うことによっ
て、各位相値の参照光と物体光とが干渉して得られる干渉パターンデータを生成し、干渉
パターン変換部で再生像を生成する。
【００１８】
　このように、上記構成のデジタルホログラフィ装置を用いれば、上記撮像部で行う１回
の撮影で、参照光の位相値が異なる複数の干渉パターンデータを生成することができる。
それゆえ、再生像を得るために必要な情報を短時間で得ることができるので、動く被写体
や、被写体の瞬時の像の観察、被写体のリアルタイムでの観察等を実現することができる
。
【００１９】
　また、本発明に係るデジタルホログラフィ装置は、上記のデジタルホログラフィ装置に
おいて、上記再生像生成部は、上記位相分布データの注目画素と、上記参照光群のうち、
該注目画素を記録した参照光の位相値以外の位相値の参照光によって記録された画素を少
なくとも含む周辺画素とを用いて、注目画素の複素振幅データを算出し、上記複素振幅デ
ータに基づいて、上記被写体の再生像を生成してもよい。
【００２０】
　さらに、上記再生像生成部は、上記位相分布データをなす画素のうち、所定の画素を上
記注目画素として選択し、上記注目画素に選択された画素の複素振幅データを用いて補間
処理を行うことにより、上記位相分布データをなす画素のうちの注目画素として選択され
ない非注目画素の複素振幅データを得るようにしてもよい。
【００２１】
　上記の各構成によれば、注目画素毎に複素振幅データを算出するので、位相分布データ
から得られる情報量を増やすことが可能である。それゆえ、位相分布データをなす画素の
情報を有効に活用して、再生像の画質の向上を図ることができる。
【００２２】
　また、本発明に係るデジタルホログラフィ装置は、上記のデジタルホログラフィ装置に
おいて、上記位相シフト素子は、波長板と偏光板とを備え、該位相シフト素子は、波長板
、偏光板、上記撮像部の順に光が入射されるように、上記撮像部に取り付けられ、上記波
長板及び偏光板は、光の通過位置によって出射される光の位相値が異なるように、ストラ
イプ状に分割された領域を有し、該分割の方向が互いに異なるように重ね合わされ、上記
参照光群を得るために、上記波長板に入射した光が異なる位相値の複数の光に分割される
偏光方向を有する第１の偏光を用い、上記物体光を得るために、上記第１の偏光の偏光方
向とは異なる偏光方向を有する第２の偏光を用いてもよい。
【００２３】
　上記の構成によれば、複雑な構成の位相シフト素子を用いることなく、簡易な構成の波
長板と偏光板とを組み合わせることによって、入射した光を位相値の異なる複数の参照光
に変換することができる。
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【００２４】
　また、参照光群を得るための光線、及び、物体光を得るための光線に、互いに異なる偏
光方向の偏光を用いている。そのため、上記位相シフト素子を上記撮像部に取り付けて、
参照光及び物体光の双方が通過する構成としても、上記した各位相値の参照光と物体光と
が干渉したデータが混在した状態の位相分布データを得ることができる。従って、該位相
分布データを用いれば、再生像を得ることができる。
【００２５】
　さらに、上記の構成では、位相シフト素子が撮像部に取り付けられているので、デジタ
ルホログラフィ装置の光学系の構成を簡略化することができる。
【００２６】
　また、本発明に係るデジタルホログラフィを用いた像再生方法は、上記課題を解決する
ために、互いに位相値が異なる複数の参照光と、光を照射された被写体から放射される物
体光とを干渉させることによって得られる位相分布データに基づいて、被写体の再生像を
作成するデジタルホログラフィを用いた像再生方法において、入射した光を互いに位相値
の異なる複数の参照光からなる参照光群に変換する参照光生成工程と、上記参照光群と物
体光とを干渉させることによって位相分布データを生成する位相分布データ生成工程と、
上記位相分布データの情報に基づいて、上記被写体の再生像を生成する再生像生成工程と
、を含むことを特徴としている。
【００２７】
　上記の方法によれば、上記撮像部で行う１回の撮影で、異なる位相値の参照光と物体光
とが干渉した複数のデータを得ることができるので、従来の位相シフトデジタルホログラ
フィ装置と同様に、再生像を生成することができる。また、上記の方法によれば、撮像部
で行う撮影は１回でよいため、従来の位相シフトデジタルホログラフィ装置では困難であ
った、動く被写体や、被写体の瞬時の像の観察、被写体のリアルタイムでの観察等を実現
することができる。
【００２８】
　なお、本発明に係るデジタルホログラフィ装置の上記再生像生成部は、ハードウェアで
実現してもよいし、プログラムをコンピュータに実行させることによって実現してもよい
。具体的には、上記プログラムは、再生像生成部としてコンピュータを動作させるプログ
ラムであり、当該プログラムは記録媒体に記録されていてもよい。これらのプログラムが
コンピュータによって実行されると、当該コンピュータは、上記再生像生成部として動作
する。したがって、上記再生像生成部と同様に、複数の干渉パターンデータから再生像を
生成することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明に係るデジタルホログラフィ装置は、以上のように、入射した光を互いに位相値
の異なる複数の参照光からなる参照光群に変換して出射する位相シフト素子と、上記参照
光群と物体光とを干渉させることによって生成される位相分布データを記録する撮像面を
有する撮像部と、を備え、上記再生像生成部は、上記位相分布データの情報に基づいて、
上記被写体の再生像を生成する。
【００３０】
　それゆえ、位相シフト素子にて、位相値の異なる複数の参照光を得ることができるので
、上記撮像部で行う１回の撮影で、異なる位相値の参照光と物体光とが干渉した複数のデ
ータを生成することができる。従って、上記デジタルホログラフィ装置を用いれば、動く
被写体や、被写体をリアルタイムで観察することができるという効果を奏する。
【００３１】
　また、本発明に係るデジタルホログラフィを用いた像再生方法は、以上のように、入射
した光を互いに位相値の異なる複数の参照光からなる参照光群に変換する参照光生成工程
と、上記参照光群と物体光とを干渉させることによって位相分布データを生成する位相分
布データ生成工程と、上記位相分布データの情報に基づいて、上記被写体の再生像を生成
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する再生像生成工程と、を含む。
【００３２】
　それゆえ、被写体の一度の撮影によって得られる位相分布データに基づいて、再生像を
容易に得ることができるので、デジタルホログラフィ装置での動画の表示や、被写体の瞬
時の像の観察、被写体のリアルタイムでの観察を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　〔実施の形態１〕
　本発明の実施の一形態について図１ないし図６に基づいて説明すれば、以下の通りであ
る。
【００３４】
　本実施の形態の位相シフトデジタルホログラフィ装置（以下、ホログラフィ装置）は、
図２に示すように、光源１と、位相シフトアレイ素子（位相シフト素子）２と、撮像装置
であるＣＣＤカメラ（撮像部）３と、計算機であるコンピュータ（再生像生成部）１０と
を備えている。
【００３５】
　上記光源１は、例えば、波長が６３３ｎｍのＨｅ－Ｎｅレーザ等のレーザからなり、コ
ヒーレントな光線（光）を出射する。出射された光線は、干渉パターン（ホログラム）を
作成する対象となる物体（被写体）５に照射されるとともに、干渉パターンを作成する際
に用いられる参照光を得るために用いられる。参照光は、干渉パターンを作成する際の基
準となる光である。
【００３６】
　上記位相シフトアレイ素子２は、異なる位相の参照光を得るための位相板であり、ガラ
ス等の透明誘電物質や、液晶変調素子、水晶等の光学結晶等からなる。該位相シフトアレ
イ素子２は、ＣＣＤカメラ３の各画素（本実施の形態では、５１２×５１２画素）に対応
するように区画されている。位相シフトアレイ素子２に入射した光線（以下、入射光と記
載することがある）は、該位相シフトアレイ素子２の区画された各領域を通過することに
より、互いに位相の異なる複数の参照光（参照光群）に変換される。
【００３７】
　具体的には、図１に示すように、上記位相シフトアレイ素子２は、入射光と同じ位相（
位相値０）の参照光に変換する領域（図中、０）、入射光の位相からπ／２，π，３π／
２ずつ進んだ参照光に変換する領域（図中、それぞれ、π／２，π，３π／２）からなる
４種類の領域を有している。つまり、位相シフトアレイ素子２の各領域を通過して得られ
る参照光は、入射光の位相を基準（位相値０）として、位相値が０，π／２，π，３π／
２となる。なお、図１に示す位相シフトアレイ素子２は、説明の便宜上、ＣＣＤカメラ３
の全画素に対応する全領域ではなく、一部の領域のみを示している。
【００３８】
　図２に示す位相シフトアレイ素子２では、上記４種類の領域を、２×２領域からなるブ
ロック（図中、太線で囲む領域）にグループ化し、該ブロックを単位として、上記４種類
の領域を繰り返し配置している。これにより、上記４種類の領域が、位相シフトアレイ素
子２に周期的に配置され、各領域から得られる参照光は、それぞれの領域に対応した位相
値を有することになる。
【００３９】
　上記のように、位相値の異なる参照光を得るための位相シフトアレイ素子２は、例えば
、領域毎に透明誘電物質の厚さを変える、領域毎に異なる複屈折率異方性を有する光学結
晶を配置する、液晶変調素子を用いる等によって提供することができる。このうち、上記
位相シフトアレイ素子２として、液晶変調素子を用いることが好ましい。
【００４０】
　図１に示すＣＣＤカメラ３は、例えば、５１２×５１２画素を有する撮像面を備えてい
る。該撮像面の各画素には、上記位相シフトアレイ素子２の各領域を通過した光線がそれ
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ぞれ入射するようになっている。上記ＣＣＤカメラ３の撮像面には、光源１から出射され
た光線で物体５を照射することによって得られる物体光と、上記位相シフトアレイ素子２
を通過して得られる複数の参照光と、が干渉した位相分布データが記録される。
【００４１】
　コンピュータ１０は、上記ＣＣＤカメラ３の撮像面に記録された位相分布データに基づ
いて、所定の計算処理を行うことにより、再生像を生成する。該コンピュータ１０は、図
２に示すように、干渉パターン生成部１１と、演算部（干渉パターン変換部）１２とを備
えている。
【００４２】
　上記干渉パターン生成部１１は、上記位相分布データに基づいて、各位相値の参照光毎
に、参照光と物体光との干渉によって得られる干渉パターン（干渉パターンデータ）を、
後述する補間処理を行って生成する。該干渉パターン生成部１１は、判別部１１ａと、補
間部１１ｂとを備えている。また、上記演算部１２は、上記干渉パターン生成部１１にて
生成された複数の干渉パターンに基づいて、複素振幅分布を計算し、その後、光学波面へ
の変換を行って、物体５の再生像を作成する。
【００４３】
　上記構成を備えたホログラム装置では、次のようにして、物体５の再生像が生成される
。すなわち、図２に示すように、光源１から出射された光線は、ビームスプリッタやハー
フミラー等のビーム分割素子６によって２方向に分割される。分割された光線のうち、一
方の光線は、物体５に照射される。物体５に光線が照射されると、物体５から物体光７が
放射され、該物体光７は、反射ミラー８ａによって反射されて、ビームスプリッタ等のビ
ーム結合素子９に入射する。
【００４４】
　一方、ビーム分割素子６によって分割された他方の光線は、反射ミラー８ｂを介して、
位相シフトアレイ素子２に入射する。位相シフトアレイ素子２は、上述したように、入射
光の位相を変換するための領域を備えているため、位相シフトアレイ素子２に入射した光
線は、互いに位相の異なる複数の参照光として出射される。出射された参照光は、レンズ
４を介して、上記ビーム結合素子９に入射する。
【００４５】
　上記ビーム結合素子９に入射した物体光７及び参照光は、ＣＣＤカメラ３の撮像面に照
射され、位相分布データが記録される。このとき記録された位相分布データは、ＣＣＤカ
メラ３の撮像面の画素数と同じ画素数で生成される。また、上記位相分布データは、異な
る位相値を有する参照光がそれぞれ、物体光７と干渉して生成されたものである。具体的
には、図１に示す位相シフトアレイ素子２の４種類の領域に対応して、図３に示すように
、各位相値の参照光に依存した４種類の位相からなる位相分布（Ｐ１～Ｐ４）を有してい
る。つまり、図３に示す位相分布データは、互いに異なる位相値に位相シフトした４つの
干渉パターンが組み合わせられた状態となっている。
【００４６】
　このようにして、位相分布データが生成されると、コンピュータ１０は、図４に示すＳ
１にて、この位相分布データを取り込む。続いて、Ｓ２にて、コンピュータ１０の干渉パ
ターン生成部１１の判別部１１ａ（図２）は、取り込んだ位相分布データについて、同じ
位相値の参照光が入射された画素（以下、同一位相画素）を判別する。判別部１１ａにて
、同一位相画素と判別された画素の画素値には、該画素の位相分布データにおける画素値
をそのまま用いる。
【００４７】
　一方、判別部１１ａにて、同一位相画素と判別されなかった画素（以下、その他の画素
）の画素値には、同一位相画素の画素値に基づいて算出された値を用いる（Ｓ３）。具体
的には、補間部１１ｂにて、その他の画素の周囲にある同一位相画素の画素値を用いて補
間処理を行って、その他の画素の画素値（補間画素値）を算出する。
【００４８】



(9) JP 4294526 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

　上記補間処理は、例えば、位相シフトアレイ素子２の上記したブロックに対応するよう
に、干渉パターンの画素を２×２画素のブロックに分類し、干渉パターンの同一ブロック
内の同一位相画素と他の画素とを同じ画素値に設定することによって行えばよい。図３に
示す位相分布データのＰ１で表される同一位相画素について、上記Ｓ２及びＳ３の処理を
行った場合、図５（ａ）に示すように、ブロック内のその他の画素が、全てＰ１と同じ位
相値に置換された干渉パターンが生成される。
【００４９】
　同様に、図３に示す位相分布データのＰ２～Ｐ４で表される同一位相画素について、Ｓ
２及びＳ３の処理を行えば、それぞれ、図５（ｂ）～（ｄ）に示す干渉パターンが生成さ
れることになる。このように、図４に示すＳ２及びＳ３の処理は、各位相値の同一位相画
素群について同様に繰り返して行われる。そのため、各位相値の参照光から得られる同一
位相画素について、補間処理を行った場合には、図５（ａ）～（ｄ）に示すように、４つ
の干渉パターンが生成される。
【００５０】
　なお、上記補間処理は、画素値を算出しようとする、その他の画素の周囲にある同一位
相画素の画素値を用いて、線形補間（１次の内挿）や、２次又は３次で内挿する、あるい
は外挿することによって、他の画素の画素値を算出する補間処理を行ってもよい。これら
の手法の補間処理によっても、干渉パターン内の他の画素の画素値を決定して、干渉パタ
ーンを生成することができる。
【００５１】
　上記のようにして生成された干渉パターンは、従来のように、参照光を順次位相シフト
して、各位相値の参照光毎に、撮影を行って得られる干渉パターンと近似的に同じとみな
すことができる。すなわち、本実施の形態の干渉パターン内の他の画素の画素値は、実際
に測定された値ではなく、演算によって算出される値となっている。それゆえ、従来のよ
うに実際に撮影を行って得られる従来の干渉パターンは異なっている可能性が高い。しか
しながら、隣接する画素間の画素値が急激に変化することはないため、上記の補間処理に
よって、ほぼ近似的に従来の干渉パターンを再現することができると考えられる。
【００５２】
　このように、本実施の形態では、位相値の異なる参照光を同時に、ＣＣＤカメラ３の撮
像面に入射することにより、参照光を空間的に位相シフトして、位相値の異なる複数の干
渉パターンを一度に生成することができる。これにより、１回の撮影で得られた１つの位
相分布データを用いて、複数の干渉パターンを得ることができる。それゆえ、参照光の位
相シフトを時間的に行って、複数の位相分布データを撮影して複数の干渉パターンを得て
いた従来よりも短い時間で、複数の干渉パターンを作成することが可能になる。
【００５３】
　次いで、図４に示すＳ４及びＳ５では、コンピュータ１０の演算部１２にて、得られた
４つの干渉パターンを用いて所定の演算処理を行って、再生像を得る。具体的には、Ｓ４
では、物体５の像を再構成するためのアルゴリズムを用いて、４つの干渉パターンから、
ＣＣＤカメラ３の撮像面の複素振幅分布を算出する。また、Ｓ５では、Ｓ４で得られた複
素振幅分布を、フレネル変換等の所定の変換処理により、光学波面に変換する。上記Ｓ４
及びＳ５では、位相シフトデジタルホログラフィで行われる通常の演算処理を行えばよい
。これにより、物体５の再生像を得ることができる。
【００５４】
　実際に、図２に示す構成の位相シフトデジタルホログラフィ装置を用いて、ゾウリムシ
を観察したところ、図６に示すような結果を得ることができることがわかった。
【００５５】
　なお、本実施の形態の図１に示す位相シフトアレイ素子２では、互いに位相が異なる４
つの参照光が得られるように、位相シフトアレイ素子の領域を４種類に分類しているが、
これに限定されない。すなわち、位相シフトアレイ素子２は、例えば、３×３領域からな
るブロックにグループ化して、各領域を９種類に分類してもよく、あるいは、これ以上の
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種類に分類するようにしてもよい。また、図１に示すように、０，π／２，π，３π／２
の４種類の位相値を用いてもよいが、このうちの３種類を用いてもよい。
【００５６】
　ただし、得られる参照光の位相値の種類が増加すると、干渉パターンの種類も増加する
ため、これらの干渉パターンから再生像を得るための計算処理量が増加して、再生像を得
るまでの演算時間が長くなる傾向にある。そのため、良好な画質の再生像を短時間で得る
ためには、位相分布データから、３種類～４種類の干渉パターンを生成することが好まし
い。
【００５７】
　さらに、位相シフトアレイ素子２は、各種類の領域が周期的に配置される場合を例に挙
げて説明したが、各種類の領域は、必ずしも周期的に配置される必要はなく、各領域が位
相シフトアレイ素子２に分散されて配置されていれば、補間処理によって生成された干渉
パターンから、再生像を生成することができる。
【００５８】
　また、上記では、位相分布データから、位相値の異なる複数の干渉パターンを生成した
後に、物体５の再生像を得ているが、これに限定されず、干渉パターンを生成することな
く再生像を生成することもできる。
【００５９】
　すなわち、位相分布データ中の任意の画素に着目し、この着目した画素（以下、注目画
素）の所定の周辺内にある画素（以下、周辺画素）を用いて、位相シフト計算（特許文献
１，非特許文献１・２等参照）を行う。このとき、少なくとも、注目画素の参照光の位相
値以外のすべての位相値を有する参照光で記録された画素が選択されるように、周辺画素
を選択する。つまり、例えば、図３に示す位相分布データを用いる場合には、Ｐ１を注目
画素とすると、少なくともＰ２～Ｐ４を周辺画素として用いる。このように選択された注
目画素と周辺画素とを用いて、位相シフト計算を行い、注目画素の複素振幅分布（複素振
幅データ）を算出する。
【００６０】
　上記の処理を、位相分布データ中の全画素について順次行えば、位相分布データから複
素振幅分布が決定される。具体的には、例えば、まず、図３に示すＰ１を注目画素とし、
周辺画素をＰ２～Ｐ４として位相シフト計算を行ってＰ１の複素振幅分布を算出する。続
いて、Ｐ２を注目画素とし、周辺画素をＰ４、Ｐ１’、Ｐ３’として位相シフト計算を行
って、Ｐ２の複素振幅分布を算出する。また、Ｐ３を注目画素とした場合には、周辺画素
をＰ４、Ｐ１’’、Ｐ２’’として位相シフト計算を行って、Ｐ３の複素振幅分布を算出
する。同様の処理を、各画素について行えば、位相分布データから複素振幅分布が得られ
、該複素振幅分布をフレネル変換等の所定の変換処理により、光学波面に変換すれば、再
生像が得られる。
【００６１】
　あるいは、注目画素の複素振幅分布を算出する処理を位相分布データ中の全データに対
して行うのではなく、位相分布データ中から選ばれる所定の画素（注目画素）について行
うようにしてもよい。この場合、複素振幅分布が計算されない画素（非注目画素）につい
ては、複素振幅分布が算出された画素を用いて補間処理を行って、複素振幅分布を決定す
ればよい。
【００６２】
　すなわち、位相分布データをなす画素のうち、例えば、位相値が０及びπ（図１参照）
の参照光と物体光との干渉によって記録された画素（Ｐ１，Ｐ３等）のみを注目画素とし
て、位相シフト計算による複素振幅分布を算出する。そして、算出された複素振幅分布を
用いて補間処理を行うことにより、位相値がπ／２及び３π／２の参照光と物体光との干
渉によって記録された画素（Ｐ２，Ｐ４等）の複素振幅分布を決定する。つまり、例えば
、Ｐ２の複素振幅分布は、位相シフト計算によって算出された複素振幅分布を有するＰ１
とＰ１’との、線形補間処理によって算出される。補間処理は、線形補間に限らず、２次
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又は３次で内挿する、あるいは外挿する等によって行ってもよい。このような処理によっ
ても、位相分布データから複素振幅分布が得られ、該複素振幅分布をフレネル変換等の所
定の変換処理により、光学波面に変換すれば、再生像が得られる。
【００６３】
　なお、周辺画素は、上記のように注目画素に隣接する３つの画素に限らず、注目画素の
近隣にあり、注目画素とは異なる位相の各参照光で記録された画素を含んでいればよい。
【００６４】
　また、上記では、Ｐ２を注目画素として、Ｐ４、Ｐ１’、Ｐ３’を周辺画素としたが、
Ｐ２を注目画素として、Ｐ１、Ｐ３、Ｐ４を周辺画素として、位相シフト計算を行い、Ｐ
２の複素振幅分布を算出してもよい。同様に、Ｐ３を注目画素とした場合に、Ｐ１、Ｐ２
、Ｐ４を周辺画素として用いるようにしてもよい。つまり、前述したように、周辺画素は
、少なくとも、注目画素の参照光の位相値以外のすべての位相値を有する参照光で記録さ
れた画素を含むように構成すればよい。
【００６５】
　上記のように、位相分布データから、各画素の複素振幅分布を算出するようにすれば、
前述した干渉パターンを生成する方法に比べて、情報量を増やすことも可能となる。従っ
て、位相分布データをなす画素の情報を有効に利用して、得られる再生像の画質を向上す
ることができる。
【００６６】
　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について図７ないし図８に基づいて説明すれば、以下の通りで
ある。なお、説明の便宜上、前記の実施の形態１の図面に示した部材と同一の機能を有す
る部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００６７】
　本実施の形態の位相シフトデジタルホログラフィ装置（以下、ホログラフィ装置）は、
図７に示すように、光源１と、偏光ビーム分割素子２６と、撮像装置であるＣＣＤカメラ
（撮像部）２３と、計算機であるコンピュータ（再生像生成部）１０とを備えている。
【００６８】
　上記偏光ビーム分割素子２６は、ビームスプリッタ等で構成され、光源１から出射され
た光線を水平偏向と垂直偏向とに分離する。
【００６９】
　また、上記ＣＣＤカメラ２３は、撮像面である光電面に、位相シフトアレイ素子（位相
シフト素子）２２が取り付けられている。該位相シフトアレイ素子２２は、ＣＣＤカメラ
２３の撮像部の各画素に対応するように区画された領域を備えた、偏光板アレイ（偏光板
）２２ａ及び波長板２２ｂが、撮像面にこの順に重ね合わされてなる。偏光板アレイ２２
ａ及び波長板２２ｂは、いずれも通過した光線が、位相値の異なる複数の光線として出射
されるように、縞模様（ストライプ状）に分割された領域を有している。
【００７０】
　すなわち、上記偏光板アレイ２２ａは、図８（ａ）に示すように、入射光の偏光方向が
互いに異なる第１偏光領域（図中、右上がりの両矢印で示す領域）と第２偏光領域（図中
、右下がりの両矢印で示す領域）とが交互にストライプ状に配列してなる。上記第１偏光
領域及び第２の偏光領域からは、入射した光線の振幅方向に対して、左右対称に同じ角度
でずれた偏光軸を有する偏光を得ることができる。また、上記波長板２２ｂは、図８（ｂ
）に示すように、入射光をそのまま通過させる平板ガラス領域（図中、白色の領域）と、
低速軸に一致する偏光方向を有する入射光の位相を１／４波長（π／２）遅らせる１／４
波長板領域（図中、斜線の領域）とが、交互にストライプ状に配列してなる。
【００７１】
　上記偏光板アレイ２２ａと波長板２２ｂとは、上記偏光板アレイ２２ａの２つの偏光領
域の配列方向と、波長板２２ｂの平板ガラス領域と１／４波長板領域との配列方向とが、
互いに垂直となるように、重ねられている。
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【００７２】
　また、上記位相シフトアレイ素子２２を用いる場合には、物体光、及び、参照光用の光
線として、互いに偏光方向の異なる２つの光線を用いる。さらに、上記参照光用の光線と
して、上記波長板２２ｂの１／４波長板領域の低速軸に一致する偏光方向を有する偏光（
第１の偏光）を用いる。一方、上記物体光としては、波長板２２ｂによって異なる位相を
有する光に分離されない偏光方向を有する偏光（第２の偏光）を用いる。本実施の形態で
は、例えば、波長板２２ｂの１／４波長板領域の高速軸に一致する偏光方向を有する偏光
（第２の偏光）を用いれば、波長板２２ｂを通過しても、位相値の異なる光に分割される
ことはない。
【００７３】
　上記位相シフトアレイ素子２２に光線が入射すると、該光線は、まず波長板２２ｂを通
過する。入射光のうち、波長板２２ｂの１／４波長板領域の低速軸と一致する偏光方向の
光線（本実施の形態では、参照光用の光線）は、波長板２２ｂの１／４波長板領域又は平
板ガラス領域を通過することにより、互いに異なる位相を有する２つの光線に分離される
。具体的には、１／４波長板領域を通過した光線は、平板ガラス領域を通過した光線より
も、位相がπ／２遅れることになる。一方、波長板２２ｂの１／４波長板領域の高速軸と
一致する偏光方向の光線（本実施の形態では、物体光）は、波長板２２ｂを通過しても同
じ位相を有しており、光線は分離されない。
【００７４】
　続いて、波長板２２ｂを通過した各光線は、偏光板アレイ２２ａに入射し、該偏光板ア
レイ２２ａの第１偏光領域又は第２偏光領域を通過する。上記波長板２２ｂを通過した物
体光は、上記偏光板アレイ２２ａを通過することにより、該偏光板アレイ２２ａの偏光軸
に応じて、偏光する。
【００７５】
　一方、上記波長板２２ｂを通過して分離された２つの参照光用の光線のうち、波長板領
域を通過した参照光用の光線が、第１偏光領域又は第２偏光領域を通過して得られる２つ
の参照光は、互いに位相がπ異なっている。すなわち、参照光用の光線が波長板領域を通
過し、さらに第１偏光領域を通過することによって得られる参照光の位相値を基準（位相
値０）とすると、波長板領域を通過した参照光用の光線が、さらに第２偏光領域を通過し
て得られる参照光の位相値は－πとなる。
【００７６】
　同様に、上記波長板２２ｂを通過して分離された２つの参照光用の光線のうち、１／４
波長板領域を通過した参照光用の光線が、第１偏光領域又は第２偏光領域を通過して得ら
れる２つの参照光も、互いに位相がπ異なっている。従って、波長板領域と第１偏光領域
とを通過して得られる参照光の位相値０を基準とすると、参照光用の光線が１／４波長板
領域を通過し、さらに第１偏光領域を通過することによって得られる参照光の位相値は、
－π／２となる。また、１／４波長板領域を通過した参照光用の光線が、さらに第２偏光
領域を通過して得られる参照光の位相値は－３π／２となる。
【００７７】
　このように、上記位相シフトアレイ素子２２を用いることにより、位相値の異なる４つ
の参照光を得ることができるので、上記ＣＣＤカメラ２３の撮像面には、上記４つの参照
光と物体光とがそれぞれ干渉した位相分布データが記録されることになる。つまり、上記
のように偏光板アレイ２２ａと波長板２２ｂとを組み合わせることによっても、前記実施
の形態１で説明した位相シフトアレイ素子２（図１）と同じ効果を有する位相シフトアレ
イ素子２２を提供することができる。
【００７８】
　上記構成を備えたホログラム装置では、次のようにして、物体５の再生像が生成される
。すなわち、図７に示すように、光源１から出射された光線は、偏光ビーム分割素子２６
によって、水平偏光と垂直偏光とに分離され、該水平偏光及び垂直偏光はそれぞれ別々の
方向に出射される。このうち、垂直偏光は、反射ミラー２８ａによって反射されて、物体
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５に照射される。物体５に垂直偏光が照射されると、物体５から物体光２７が放射され、
ビームスプリッタ等のビーム結合素子２９に入射する。一方、上記偏光ビーム分割素子２
６によって分割された水平偏光は、反射ミラー２８ｂを介して、ビーム結合素子２９に入
射する。水平偏光は、干渉データを得るための参照光となる。
【００７９】
　続いて、上記ビーム結合素子２９に入射した物体光５と水平偏光とが、ＣＣＤカメラ２
３に取り付けられた位相シフトアレイ素子２２に入射する。ここで、本実施の形態では、
偏光ビーム分割素子２６を用いて、光源１から得られる光線の偏光方向を分離する。分離
した光線のうち、物体を照射する光線（物体光２７を得るための光線）として、波長板２
２ｂの１／４波長領域の高速軸に一致する偏光方向の垂直偏光（第２の偏光）を用い、参
照光用の光線として、波長板２２ｂの１／４波長領域の低速軸に一致する偏光方向の水平
偏光（第１の偏光）を用いている。また、位相シフトアレイ素子２２は、偏光板アレイ２
２ａと波長板２２ｂとを組み合わせてなるものである。それゆえ、位相シフトアレイ素子
２２に垂直偏光した物体光２７が入射しても、位相シフトされることはない。一方、水平
偏光は、位相シフトアレイ素子２２に入射されると、上述したように、波長板２２ｂと偏
光板アレイ２２ａとを経て、互いに位相の異なる４つの参照光（参照光群）となる。
【００８０】
　従って、ビーム結合素子２９から、位相シフトアレイ素子２２を経て、ＣＣＤカメラ２
３の撮像面に照射される物体光及び４つの参照光から、前記実施の形態１で説明した位相
分布データ（図３）と同様の位相分布データが得られる。つまり、ＣＣＤカメラ２３の撮
像面には、互いに異なる位相値に位相シフトした４つの干渉パターンが合わさった状態の
位相分布データが記録される。
【００８１】
　コンピュータ１０は、上記位相分布データを取り込んで、干渉パターン生成部１１の判
別部１１ａ及び補間部１１ｂにて、前記実施の形態１と同様の手順で補間処理を行って、
４つの干渉パターン（例えば、図５（ａ）～（ｄ）参照）を生成する。そして、演算部１
２では、補間部１１ｂで生成された４つの干渉パターンを用いて、所定の演算処理を行う
ことにより、物体５の再生像を得る。
【００８２】
　このように、位相シフトアレイ素子２２として、偏光板アレイ２２ａと波長板２２ｂと
を組み合わせて用いることにより、該位相シフトアレイ素子２３をＣＣＤカメラ２３に設
けても、前記実施の形態１と同様の効果を得ることができる。また、位相シフトアレイ素
子２３とＣＣＤカメラ２３とを一体化することにより、ホログラフィ装置の光学系の構成
（図７に示すコンピュータ１０以外の構成）を簡略化することができるので、ホログラフ
ィ装置の小型化を実現することができる。また、位相シフトアレイ素子２３がＣＣＤカメ
ラ２３に取り付けられることにより、位相シフトアレイ素子２３が受ける外乱の影響が抑
制されるので、良好な画質の再生像を得ることができる。
【００８３】
　なお、上記波長板２２ｂの平板ガラス領域及び１／４波長板領域の配列方向は、偏光板
アレイ２２ａの第１偏光領域及び第２の偏光領域の配列方向は、図８（ａ）・（ｂ）に示
す方向に限定されない。すなわち、参照光用の光線の偏光方向が、上記１／４波長板領域
の低速軸に一致し、物体を照射するために用いる光線の偏光方向が、上記１／４波長板領
域の高速軸に一致していればよく、かつ、波長板２２ｂと偏光板アレイ２２ａとが重ね合
わされた場合に、互いに異なる配列方向となればよい。
【００８４】
　また、上記波長板２２ｂは、平板ガラス領域及び１／４波長板領域に限らず、位相の変
化を生じない領域と位相遅れを生じる領域とが組み合わせられていればよい。この場合に
は、参照光用の光線として、波長板を通過することによって、位相値の異なる光線に分割
される偏光（第１の偏光）を用いればよく、該偏光とは異なる偏光方向を有する光線（第
２の偏光）を、物体を照射するための光線に用いればよい。言い換えれば、物体を照射す
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るための光線は、波長板を通過しても位相値の異なる光線に分割されない偏光であればよ
い。
【００８５】
　さらに、本実施の形態では、波長板２２ｂのうち、平板ガラスで形成された平板ガラス
領域を、位相遅れを生じない領域としているが、該平板ガラス領域は、ガラスに限らず、
位相遅れを生じない、プラスチック等の材料を用いて形成してもよい。
【００８６】
　最後に、上記した実施の形態１・２では、ホログラフィ装置に備えられたコンピュータ
を構成する各部材が、「ＣＰＵなどの演算手段がＲＯＭやＲＡＭなどの記録媒体に格納さ
れたプログラムコードを実行することで実現される機能ブロックである」場合を例にして
説明したが、同様の処理を行うハードウェアで実現してもよい。また、処理の一部を行う
ハードウェアと、当該ハードウェアの制御や残余の処理を行うプログラムコードを実行す
る上記演算手段とを組み合わせても実現することもできる。さらに、上記各部材のうち、
ハードウェアとして説明した部材であっても、処理の一部を行うハードウェアと、当該ハ
ードウェアの制御や残余の処理を行うプログラムコードを実行する上記演算手段とを組み
合わせても実現することもできる。なお、上記演算手段は、単体であってもよいし、装置
内部のバスや種々の通信路を介して接続された複数の演算手段が共同してプログラムコー
ドを実行してもよい。
【００８７】
　上記演算手段によって直接実行可能なプログラムコード自体、または、後述する解凍な
どの処理によってプログラムコードを生成可能なデータとしてのプログラムは、当該プロ
グラム（プログラムコードまたは上記データ）を記録媒体に格納し、当該記録媒体を配付
したり、あるいは、上記プログラムを、有線または無線の通信路を介して伝送するための
通信手段で送信したりして配付され、上記演算手段で実行される。
【００８８】
　なお、通信路を介して伝送する場合、通信路を構成する各伝送媒体が、プログラムを示
す信号列を伝搬し合うことによって、当該通信路を介して、上記プログラムが伝送される
。また、信号列を伝送する際、送信装置が、プログラムを示す信号列により搬送波を変調
することによって、上記信号列を搬送波に重畳してもよい。この場合、受信装置が搬送波
を復調することによって信号列が復元される。一方、上記信号列を伝送する際、送信装置
が、デジタルデータ列としての信号列をパケット分割して伝送してもよい。この場合、受
信装置は、受信したパケット群を連結して、上記信号列を復元する。また、送信装置が、
信号列を送信する際、時分割／周波数分割／符号分割などの方法で、信号列を他の信号列
と多重化して伝送してもよい。この場合、受信装置は、多重化された信号列から、個々の
信号列を抽出して復元する。いずれの場合であっても、通信路を介してプログラムを伝送
できれば、同様の効果が得られる。
【００８９】
　ここで、プログラムを配付する際の記録媒体は、取外し可能である方が好ましいが、プ
ログラムを配付した後の記録媒体は、取外し可能か否かを問わない。また、上記記録媒体
は、プログラムが記憶されていれば、書換え（書き込み）可能か否か、揮発性か否か、記
録方法および形状を問わない。記録媒体の一例として、磁気テープやカセットテープなど
のテープ、あるいは、フロッピー（登録商標）ディスクやハードディスクなどの磁気ディ
スク、または、ＣＤ－ＲＯＭや光磁気ディスク（ＭＯ）、ミニディスク（ＭＤ）やデジタ
ルビデオディスク（ＤＶＤ）などのディスクが挙げられる。また、記録媒体は、ＩＣカー
ドや光カードのようなカード、あるいは、マスクＲＯＭやＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭまた
はフラッシュＲＯＭなどのような半導体メモリであってもよい。あるいは、ＣＰＵなどの
演算手段内に形成されたメモリであってもよい。
【００９０】
　なお、上記プログラムコードは、上記各処理の全手順を上記演算手段へ指示するコード
であってもよいし、所定の手順で呼び出すことで、上記各処理の一部または全部を実行可
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能な基本プログラム（例えば、オペレーティングシステムやライブラリなど）が既に存在
していれば、当該基本プログラムの呼び出しを上記演算手段へ指示するコードやポインタ
などで、上記全手順の一部または全部を置き換えてもよい。
【００９１】
　また、上記記録媒体にプログラムを格納する際の形式は、例えば、実メモリに配置した
状態のように、演算手段がアクセスして実行可能な格納形式であってもよいし、実メモリ
に配置する前で、演算手段が常時アクセス可能なローカルな記録媒体（例えば、実メモリ
やハードディスクなど）にインストールした後の格納形式、あるいは、ネットワークや搬
送可能な記録媒体などから上記ローカルな記録媒体にインストールする前の格納形式など
であってもよい。また、プログラムは、コンパイル後のオブジェクトコードに限るもので
はなく、ソースコードや、インタプリトまたはコンパイルの途中で生成される中間コード
として格納されていてもよい。いずれの場合であっても、圧縮された情報の解凍、符号化
された情報の復号、インタプリト、コンパイル、リンク、または、実メモリへの配置など
の処理、あるいは、各処理の組み合わせによって、上記演算手段が実行可能な形式に変換
可能であれば、プログラムを記録媒体に格納する際の形式に拘わらず、同様の効果を得る
ことができる。
【００９２】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　本発明の位相シフトデジタルホログラフィ装置は、動的な被写体の３次元形状を測定す
るための３次元形状計測装置や、３次元物体の分布を測定する３次元物体分布計測装置、
顕微鏡、製品検査装置に用いることができる。また、本発明の位相シフトデジタルホログ
ラフィ装置は、位相分布を直接計算することによって再生像を得るため、レンズの焦点深
度を超えるような被写体の測定にも適しているとともに、レンズを用いることなく被写体
の形状等を定量化して、被写体の拡大像及び縮小像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の実施の一形態を示す位相シフトデジタルホログラフィ装置に備えられて
いる位相シフトアレイ素子を示す平面図である。
【図２】上記位相シフトデジタルホログラフィ装置の要部構成を示すブロック図である。
【図３】上記位相シフトデジタルホログラフィ装置のＣＣＤカメラで記録される位相分布
データを示す図である。
【図４】上記位相シフトデジタルホログラフィ装置に備えられたコンピュータで行われる
再生像の生成過程を説明するフローチャートである。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、上記コンピュータで作成される干渉パターンを示す図である
。
【図６】上記位相シフトデジタルホログラフィ装置で生成したゾウリムシの再生像を示す
画像である。
【図７】本発明の他の実施の形態を示す位相シフトデジタルホログラフィ装置の要部構成
を示すブロック図である。
【図８】（ａ）は、上記位相シフトデジタルホログラフィ装置の位相シフトアレイ素子を
構成する偏光板アレイを示す平面図であり、（ｂ）は位相シフトアレイ素子を構成する波
長板を示す平面図である。
【図９】従来の位相シフトデジタルホログラフィ装置を示す概略構成図である。
【符号の説明】
【００９５】
　１　　光源
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　２　　位相シフトアレイ素子（位相シフト素子）
　３　　ＣＣＤカメラ（撮像部）
　５　　物体（被写体）
　７　　物体光
１０　　コンピュータ（再生像生成部）
１１　　干渉パターン生成部
１１ａ　判別部
１１ｂ　補間部
１２　　演算部（干渉パターン変換部）
２２　　位相シフトアレイ素子（位相シフト素子）
２２ａ　偏光板アレイ（偏光板）
２２ｂ　波長板
２３　　ＣＣＤカメラ（撮像部）
２６　　偏光ビーム分割素子
２７　　物体光

【図１】 【図２】
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